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紺屋製紙（株） 静岡県富士市 R7.8.7
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条

機械の運転を開始する際、運転停止の合図
を定め、合図者を指名していなかったもの

R7.8.7送検

（同）桜警備
静岡県浜松市
中央区

R7.8.7 最低賃金法第４条
労働者12名に、７か月間の定期賃金合計約
1,000万円を支払わなかったもの

R7.8.7送検

浜松生コン（株）
静岡県浜松市
中央区

R7.10.17
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条

機械の運転を開始する際、あらかじめ一定
の合図を定めていなかったもの

R7.10.17送検

ヤマガタ食品（株） 静岡県沼津市 R7.10.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

機械の回転軸に覆い等を設けていなかった
もの

R7.10.20送検

（有）ＭＥＡＴ ＰＲＯ鈴木 静岡県御殿場市 R7.11.5
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の5

食品加工用粉砕機に、労働者の身体が接触
することを防止する蓋、囲い等を設けてい
なかったもの

R7.11.5送検

田方森林組合 静岡県伊豆市 R8.1.14
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条

立木の伐倒作業を行わせる際、労働者に伐
倒の合図を行わせなかったもの R8.1.14送検

ＫⅠＳＨⅠＭＡＮ（株） 静岡県焼津市 R8.1.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14

フォークリフトを主たる用途以外の用途に
使用させたもの

R8.1.14送検

（有）新広産業
静岡県榛原郡
吉田町

R8.2.2
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

約１か月の休業を要する労働災害が発生
したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書
を提出しなかったもの

R8.2.2送検

（有）杉山重機
静岡県駿東郡
長泉町

R8.2.18
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第527条

移動はしごを用いて作業を行う際、移動
はしごの転位防止措置を講じることなく
労働者に作業を行わせたもの

R8.2.18送検

（株）名村造船所
大阪府大阪市
西区

R8.3.18
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3

橋梁架設工事で、橋梁架設に係る主要な
機械、設備の配置等に関する計画等を作
成しなかったもの

R8.3.18送検

三美興業（株）
宮城県仙台市
太白区

R8.3.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第517条の7

橋梁架設工事で、橋梁架設部材等の落下
又は倒壊による危険防止措置を講じな
かったもの

R8.3.18送検

伊東商事 静岡県富士市 R8.5.11
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約12ｍの地上４階作業床端で、要求
性能墜落制止用器具を使用させる等墜落
防止措置を講じることなく労働者に作業
を行わせたもの

R8.5.11送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


